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療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める請願書

貴議会には日頃より、住民福祉の向上のためにご尽力いただいていることに感謝し、敬

意を表します。

さて、先の第164通常国会で成立した医療制度改革関連法には、入所介護や入院を担

っている38万床の療養病床（介護療養病床13万床、医療療養病床25万床）を大幅削

減し、2011年度までに介護保険療養病床は廃止、医療療養病床は15万床にする療養

病床の再編が盛り込まれました。政府は、削減する23万床で療養している人々を介環施

設や在宅に移すといっていますが、現在、特別養護老人ホームの待機者は全国で38万人

（長野県では3∴800人）を超えています。すでに、7月1日から廃止・削減計画が始

まり、退所者が生まれています。このままでは、多数ゐ「介護難民」「療養難民」を生みだ

一すことにな‾ります。

また、法律には、高齢者の患者負担を大幅に引き上げることも含まれています。10月

1日から70歳以上で現役並みの所得者の医療費窓口負担が2割から3割に引き上げられ

ました。リハビリについても、厚生労働省は今年の診療報酬改定でリハビリ日数制限を実

施し、全国でリハビリ中断者、「リハビリ難民」が生まれています。

高齢化の進行とともに、今後、単身や高齢者だけの世帯が増加することが予想されます。

格差と貧困の広がりの中で、私たちはこのような老後の安心を奪う医療政策の中止を求め、

療養病床の廃止・削減や高齢者の患者負担増を止め、医療・介護の環境整備・拡充を求め

要請するものです。

つきましては、貴議会におかれましては、下記事項につき、地方自治法第99条にもと

づく国に対する意見書を決議していただくよう請願するものです。



【請願項目】

1．高齢者が地域で安心して療養できる施設やベッドをなくさないで下さい。

2．・高齢者の患者負担を軽減して下さい。

3．リハビリの日数制限を撤廃し、リハビリは個々の患者の必要性に応じて行えるよう

にして下さい。
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